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○深谷市生活道路整備の事業実施に関する要綱 

平成23年３月31日告示第65号 

改正 

令和４年２月１日告示第44号 

令和５年６月15日告示第149号 

令和６年12月２日告示第304号 

深谷市生活道路整備の事業実施に関する要綱 

深谷市生活道路整備の事業実施に関する要綱（平成18年深谷市告示第210号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市民の日常生活の利便性の向上を図り、安全かつ快適な道路環境を確保する

ために実施する道路の整備（以下「生活道路整備」という。）について、自治会を通じた申出に

配慮するとともに、市民の理解と協力のもと、効率的かつ効果的な生活道路整備の事業実施を図

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（生活道路整備の申出） 

第２条 自治会の長は、当該自治会に係る区域の生活道路整備を希望するときは、生活道路整備申

出書（様式第１号。以下「申出書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。この場合において、当該生活道路整備が２以上の自治会の区域にわたるときは、

当該２以上の自治会の長は、連名で申出書を提出しなければならない。 

(１) 案内図 

(２) 公図の写し 

(３) 道路拡幅に伴う用地提供承諾書（様式第２号） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により申出書を提出した自治会の長は、当該申出書に記載した事項に変更があった

場合は、速やかに、当該変更に係る事項について書面により市長に届け出なければならない。 

３ 申出書は、毎年４月１日から翌年３月31日までの間に提出しなければならない。この場合にお

いて、同日までに提出した申出書（当該年度前に提出したものを含む。）が複数あるときは、申

出書に順位を付さなければならない。 

（必要性等評価の対象） 

第３条 前条第１項の規定により申出のあった生活道路整備のうち、次に掲げる条件のすべてを満

たすものを生活道路整備の必要性及び事業実施の効果の評価（以下「必要性等評価」という。）
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の対象とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

(１) 道路の拡幅、舗装又は側溝等の道路施設の新設若しくは改良を行うものであること。 

(２) 道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定により市長が路線の認定をした道路であるこ

と。 

(３) 通勤、通学、買物等の日常生活における利用を中心とした道路であること。 

(４) 生活道路整備のための用地（以下「整備用地」という。）内に建物が存在しないこと。 

(５) 整備用地内に移転が困難な工作物等又は移転に著しく多額の費用を要する工作物等が存在

しないこと。 

(６) 整備用地及び生活道路整備に係る測量等に伴い確認を要する土地の境界が確定しているこ

と。 

(７) 道路の拡幅に伴い新たに整備用地が必要となる場合にあっては、当該整備用地の所有者そ

の他の権利者が市に提供することを承諾していること。 

(８) 生活道路整備後の幅員が４メートル以上であること。 

(９) 申出に必要な手続及び関係地権者等の調整は自治会で行うこと。 

(10) 生活道路整備の事業実施が決定したときは、速やかに整備用地が提供され、工事及び事業

への協力が得られること。 

（必要性等評価に基づく分類） 

第４条 市長は、第２条第１項の規定により申出のあった生活道路整備のうち、必要性等評価の対

象となるものであって各自治会における順位が最も高いものについて、別に定める評価基準によ

り、次に掲げる区分に分類するものとする。 

(１) Ａランク 生活道路整備の必要性及び事業実施の効果が特に高いと認められるもの 

(２) Ｂランク 生活道路整備の必要性及び事業実施の効果が高いと認められるもの 

(３) Ｃランク 生活道路整備の必要性及び事業実施の効果が低いと認められるもの 

２ 市長は、前項の規定により分類した結果を、申出書を提出した自治会の長に通知するものとす

る。 

（分類結果に基づく事業実施箇所の選定） 

第５条 前条第１項に掲げる区分間の生活道路整備の事業実施の順位は、Ａランク、Ｂランク、Ｃ

ランクの順序とし、各区分内における生活道路整備の事業実施は、別に定める評価基準により付

した評価点数の高いものから順に行う。ただし、地域のバランスを考慮して、必要があると認め

るときは、この限りでない。 
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（生活道路整備の事業実施方針） 

第６条 前条の規定により選定された生活道路整備の事業は、予算の範囲内において実施するもの

とする。 

２ 生活道路整備の事業実施の期間は、当該事業の開始から完了までおおむね５年以内となるよう

に努めるものとする。 

（整備用地の取得） 

第７条 整備用地の取得は、寄附又は買取りによる。 

２ 買取りによる場合の買取価格は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める額に

整備用地の面積及び持分割合を乗じて得た額とする。ただし、当該各号に定める額が1,000円に満

たない場合にあっては、1,000円とする。 

(１) 固定資産税の路線価が付設されている地区 整備される道路に付設されている固定資産税

の路線価の２分の１に相当する額の範囲内の額 

(２) 前号に掲げる地区以外の地区 整備される道路が主として属する固定資産税に係る状況類

似地区の固定資産税の標準宅地１平方メートル当たりの価格の２分の１に相当する額の範囲内

の額 

３ 前項の規定により算出した額が1,000円に満たない場合にあっては、1,000円とする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、生活道路整備の事業実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１日告示第44号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の深谷市生活道路整備の事業実施に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年６月15日告示第149号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から適用する。 
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（経過措置） 

２ 改正前に整備用地の取得に着手している路線は、改正前の買取価格とする。 

附 則（令和６年12月２日告示第304号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前に整備用地の取得に着手している路線は、改正前の買取価格とする。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 

 


